
                     横 浜 市 報  定期第 146 号 令和５年９月25日 

1 

第 1 4 6号（ 令 和 ５ 年 ９ 月 2 5日 発 行 ）  発 行 日  ５ 日 、 1 5日 、 2 5日  

横 浜 市 報 
発 行 所  

横 浜 市 役 所  

横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 5 0番 地 の 1 0 

目       次 

 頁 

［規則］ 

△ 横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則【にぎわいスポ

ーツ文化局文化振興課】 

３ 

△ 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則【総務局労

務課】 

４ 

△ 横浜市区民文化センター条例施行規則の一部を改正する規則【にぎわいスポーツ文化局文化

振興課】 

５ 

△ 横浜市敬老特別乗車証条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局高齢健康福祉課】 ６ 

△ 横浜市道路占用規則の一部を改正する規則【道路局管理課】 ７ 

［告示］ 

△ 公印の改刻及び廃止【総務局行政マネジメント課】 ９ 

△ 令和５年度横浜市一般会計補正予算（第３号）ほか１件の要領公表【財政局財政課】 11 

△ 令和４年度決算に基づく健全化判断比率の公表【財政局財政課】 12 

△ 令和４年度決算に基づく資金不足比率の公表【財政局財政課】 13 

△ 横浜市市税条例に基づく控除対象寄附金の指定【財政局税制課】 14 

△  同                   【財政局税制課】 15 

△ 公共下水道の供用開始【環境創造局管路保全課】 16 

△ 終末処理場による下水の処理開始【環境創造局管路保全課】 17 

△ 公共下水道の排水施設の方式の変更【環境創造局管路保全課】 18 

［公告］ 

△ 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部の解除【環境創造局水・土壌環

境課】 

19 

△  同                            【環境創造局水・土壌環

境課】 

20 

△ 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【環境創造

局水・土壌環境課】 

21 

△ 公園の一時利用停止【環境創造局公園緑地管理課】 22 

△ 横浜国際港都建設計画道路事業予定地の指定【建築局都市計画課】 23 

△ 事業予定地の指定に伴う土地の買取りの申出の相手方【建築局都市計画課】 24 

△ 事業予定地の指定に伴う土地の有償譲渡の届出の相手方【建築局都市計画課】 25 

△ 建築協定認可に係る建築協定書の縦覧及び公開による意見の聴取の開催【建築局建築企画課

】 

26 

△ 開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 27 

△ 建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 28 

［区告示］ 

△ 認可地縁団体の告示事項の変更【西区地域振興課】 29 

△ 同            【西区地域振興課】  30 

△ 同            【磯子区地域振興課】 31 

［区公告］ 



                     横 浜 市 報  定期第 146 号 令和５年９月25日 

2 

△ 自動車臨時運行許可番号標の失効【金沢区総務課】 32 

［水道局］ 

△ 横浜市水道局収納取扱金融機関等の指定の一部改正【経理課】 33 

［交通局］ 

△ 横浜市高速鉄道障がい者用ＩＣカード乗車券取扱規程等の一部を改正する規程【高速鉄道本

部営業課】 

34 

△ 横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程等の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 35 

△ 横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の一部を改正する規程【自動車本部営業課】 36 

△ 横浜市乗合自動車の運転系統の一部改正【路線計画課】 38 

△ 横浜市観光スポット周遊自動車の運転系統の一部改正【自動車本部営業課】 39 

△ 地域限定共通１日乗車券の発売の一部改正【自動車本部営業課】 40 

［医療局病院経営本部］ 

△ 横浜市医療局病院経営本部収納取扱金融機関等の指定の一部改正【病院経営課】 42 

 



                     横 浜 市 報  定期第 146 号 令和５年９月25日 

3 

 

規 則  

 

 横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を

定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 68 号  

   横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施    

   行 期 日 を 定 め る 規 則  

 横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 ３

月 横 浜 市 条 例 第 ４ 号 ） は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 等 の 一 部

を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 69 号  

   横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則  

   等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部  

 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （

平 成 24 年 ５ 月 横 浜 市 規 則 第 62 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ 中  

 「  

特 定 任 期 付 職 員  横 浜 市 衛 生 研 究 所 長    100 分 の 19.5  

                           」  

 を  

 「  

特 定 任 期 付 職 員  

政 策 局 政 策 担 当 理 事    100 分 の 20  

横 浜 市 衛 生 研 究 所 長    100 分 の 19.5  

                           」  

 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 旅 費 条 例 別 表 旅 費 額 の 適 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 旅 費 条 例 別 表 旅 費 額 の 適 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 62 年

３ 月 横 浜 市 規 則 第 59 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  表 中 「 公 営 企 業 管 理 者 」 の 次 に 「 及 び 政 策 局 政 策 担 当 理 事 （ 特

定 任 期 付 職 員 で あ る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。  

 （ 横 浜 市 外 国 旅 行 の 旅 費 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 外 国 旅 行 の 旅 費 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 35 年 ５ 月 横 浜 市

規 則 第 32 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ 備 考 ２ の 表 中 「 公 営 企 業 管 理 者 」 の 次 に 「 及 び 政 策 局

政 策 担 当 理 事 （ 特 定 任 期 付 職 員 で あ る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 規 則 第 70 号  

   横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る  

   規 則  

 横 浜 市 区 民 文 化 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ５ 年 ６ 月 横 浜 市 規 則  

第 61 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ 横 浜 市 磯 子 区 民 文 化 セ ン タ ー の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。  

  

ン

タ

ー 

区

民

文

化

セ 

横

浜

市

港

北 

ホ ー ル     ７ 日  

ギ ャ ラ リ ー     14 日  

音 楽 ル ー ム     ７ 日  

練 習 室     ２ 日  

楽 屋     ７ 日  

 別 表 第 ２ 横 浜 市 磯 子 区 民 文 化 セ ン タ ー の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。  

横 浜 市 港 北

区 民 文 化 セ

ン タ ー  

同  

ホ ー ル 、 ギ

ャ ラ リ ー  

 

同  

音 楽 ル ー ム

、 練 習 室 、

楽 屋  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 71 号  

   横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規  

   則  

 横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ９ 月 横 浜 市 規 則 第

86 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 中 「 （ 横 浜 市 外 の 停 留 所 に お い て 乗 車 し

、 か つ 、 降 車 す る 場 合 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 道 路 占 用 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 72 号  

   横 浜 市 道 路 占 用 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 道 路 占 用 規 則 （ 昭 和 32 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 １ 項 中 「 第 ４ 条 の ３ 」 を 「 第 ４ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  市 長 は 、 市 長 の 定 め る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 前 項 の 許 可

の 通 知 を す る こ と に よ り 、 同 項 の 許 可 書 の 交 付 に 代 え る こ と が で

き る 。  

 第 ４ 条 第 １ 項 中 「 第 ４ 条 第 ３ 号 」 を 「 第 ４ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め

、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 許 可 書 の 交 付 に つ い

て 準 用 す る 。  

 第 ６ 条 中 第 ４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次

に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 許 可 書 の 交 付 に つ い

て 準 用 す る 。  

 第 １ 号 様 式 中  

「                        

                     」  

を   

「                        

                     」  

に 、                       

「                            

 

                  」  

を  

「   

 

                  」  

に 改 め る 。  

 第 ２ 号 様 式 中 「 占 用 者 番 号 」 を 「 指 令 番 号 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  
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２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 道 路 占 用 規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 、 第

４ 条 第 ３ 項 及 び 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後

に 行 う 許 可 書 の 交 付 に つ い て 適 用 す る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  531 号  

   公 印 の 改 刻 及 び 廃 止  

 次 の と お り 公 印 を 改 刻 し 、 及 び 廃 止 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  改 刻  

公 印 の 名 称  
使 用 開 始  

年 月 日  
  印     影  

横 浜 市 南 区 長 印     
令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

横 浜 市 区 長 印  

（ 税 専 用 （ 60 － 01 ） ）  

令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

横 浜 市 区 長 印  

（ 税 専 用 （ 60 － 02 ） ）  

令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

２  廃 止  

公 印 の 名 称  
廃 止 年 月

日  
  印     影  

横 浜 市 南 区 長 印  
令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

横 浜 市 区 長 印  

（ 税 専 用 （ 60 － 01 ） ）  

令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  
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横 浜 市 区 長 印  

（ 税 専 用 （ 60 － 02 ） ）  

令 和 ５ 年  

10 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  
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横 浜 市 告 示 第  532 号  

   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） ほ か １ 件  

   の 要 領 公 表  

 令 和 ５ 年 ９ 月 21 日 の 市 議 会 に お い て 議 決 を 得 た 令 和 ５ 年 度 横 浜 市  

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） ほ か １ 件 の 要 領 を 、 別 冊 の と お り 公 表

す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 告 示 第  533 号  

   令 和 ４ 年 度 決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断 比 率 の 公 表  

 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 19 年 法 律 第 94 号

） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ４ 年 度 決 算 に 基 づ く 健 全 化 判 断

比 率 を 、 次 の と お り 公 表 す る ｡  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

                   （ 単 位 ： パ ー セ ン ト ）  

実 質 赤 字 比 率  連結実質赤字比率  実 質 公 債 費 比 率  将 来 負 担 比 率  

   －  

 （ 11.25 ）  

 （ 20.00 ）  

   －  

 （ 16.25 ）  

 （ 30.00 ）  

   9.7  

 （ 25.0 ）  

 （ 35.0 ）  

  129.2  

 （ 400.0 ）  

 備 考  

 １  実 質 赤 字 額 又 は 連 結 実 質 赤 字 額 が な い 場 合 は 「 － 」 と 表 記  

  す る 。  

 ２  括 弧 上 段 の 数 値 は 早 期 健 全 化 基 準 、 下 段 の 数 値 は 財 政 再 生  

  基 準 で あ る 。  
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横 浜 市 告 示 第  534 号  

   令 和 ４ 年 度 決 算 に 基 づ く 資 金 不 足 比 率 の 公 表  

 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 19 年 法 律 第 94 号

） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ４ 年 度 決 算 に 基 づ く 資 金 不 足 比

率 を 、 次 の と お り 公 表 す る ｡  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

                （ 単 位 ： パ ー セ ン ト ）  

    会 計 の 名 称        資 金 不 足 比 率    

港 湾 整 備 事 業 費 会 計       －  

中 央 卸 売 市 場 費 会 計       －  

中 央 と 畜 場 費 会 計       －  

風 力 発 電 事 業 費 会 計       －  

下 水 道 事 業 会 計       －  

埋 立 事 業 会 計       －  

水 道 事 業 会 計       －  

工 業 用 水 道 事 業 会 計       －  

自 動 車 事 業 会 計       －  

高 速 鉄 道 事 業 会 計       －  

病 院 事 業 会 計       －  

 備 考  

  １  資 金 不 足 額 が な い 場 合 は 「 － 」 と 表 記 す る 。  

  ２  経 営 健 全 化 基 準 は 20.0 パ ー セ ン ト で あ る 。  
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横 浜 市 告 示 第  535 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ 第 １ 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 寄 附 金 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 次 の 法 人 の 主 た る 目 的 で あ る 業 務 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 横 浜 市 の 区

域 外 に 施 設 を 建 設 す る た め の 費 用 等 に 充 て る こ と を 目 的 と す る も の

を 除 く 。 ）  

指 定 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間  

令 和 ５ 年  

９ 月 ８ 日  

公 益 財 団 法 人 神

奈 川 ゆ め 社 会 福

祉 財 団  

港 北 区 新 横 浜 三

丁 目 18 番 地 の 16  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第  536 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ 第 １ 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 寄 附 金 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 次 の 法 人 の 主 た る 目 的 で あ る 業 務 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 横 浜 市 の 区

域 外 に 施 設 を 建 設 す る た め の 費 用 等 に 充 て る こ と を 目 的 と す る も の

を 除 く 。 ）  

指 定 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間  

令 和 ５ 年  

９ 月 ８ 日  

学 校 法 人 桐 朋 学

園  

泉 区 上 飯 田 町 3,  

857 番 地  

令 和 ５ 年 ３ 月 ７ 日

か ら 令 和 10 年 ３ 月

６ 日 ま で  

 



                     横 浜 市 報  定期第 146 号 令和５年９月25日 

16 

横 浜 市 告 示 第  537 号  

   公 共 下 水 道 の 供 用 開 始  

 次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

排 水 施

設 の 方

式  

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら

な い 区 域  

供 用 開 始

年 月 日  

合 流 式   鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の 一 部  

 港 北 区 新 吉 田 町 の 一 部  

 都 筑 区 川 向 町 の 一 部  

令 和 ５ 年

９ 月 25 日  

分 流 式   鶴 見 区 末 広 町 の 一 部  

 保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 の 一 部  

 旭 区 今 宿 西 町 、 今 宿 南 町 及 び 鶴 ケ 峰 一 丁

目 の 各 一 部  

 磯 子 区 杉 田 八 丁 目 の 一 部  

 緑 区 新 治 町 及 び 白 山 一 丁 目 の 各 一 部  

 青 葉 区 恩 田 町 、 新 石 川 一 丁 目 、 新 石 川 四

丁 目 及 び 元 石 川 町 の 各 一 部  

 都 筑 区 池 辺 町 、 大 熊 町 、 川 向 町 、 川 和 町

及 び 東 方 町 の 各 一 部  

 戸 塚 区 上 柏 尾 町 、 小 雀 町 及 び 矢 部 町 の 各

一 部  
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横 浜 市 告 示 第  538 号  

   終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始  

 次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

終 末 処 理 場

の 名 称  

終 末 処 理 場

の 位 置  

終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の

処 理 を 開 始 す る 区 域  

処 理 開 始

年 月 日  

横 浜 市 環 境

創 造 局 北 部

第 一 水 再 生

セ ン タ ー  

鶴 見 区 元 宮

二 丁 目 ６ 番

１ 号  

 鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の 一

部  

令 和 ５ 年

９ 月 25 日  

横 浜 市 環 境

創 造 局 北 部

第 二 水 再 生

セ ン タ ー  

鶴 見 区 末 広

町 １ 丁 目 ６

番 地 の ８  

 鶴 見 区 末 広 町 の 一 部  

横 浜 市 環 境

創 造 局 神 奈

川 水 再 生 セ

ン タ ー  

神 奈 川 区 千

若 町 １ 丁 目

１ 番 地  

 保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 の 一

部  

横 浜 市 環 境

創 造 局 港 北

水 再 生 セ ン

タ ー  

港 北 区 大 倉

山 七 丁 目 40

番 １ 号  

 港 北 区 新 吉 田 町 の 一 部  

 青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 、

新 石 川 四 丁 目 及 び 元 石 川

町 の 各 一 部  

 都 筑 区 池 辺 町 、 大 熊 町

、 川 向 町 及 び 東 方 町 の 各

一 部  

横 浜 市 環 境

創 造 局 都 筑

水 再 生 セ ン

タ ー  

都 筑 区 佐 江

戸 町 25 番 地  

 旭 区 今 宿 西 町 、 今 宿 南

町 及 び 鶴 ケ 峰 一 丁 目 の 各

一 部  

 緑 区 新 治 町 及 び 白 山 一

丁 目 の 各 一 部  

 青 葉 区 恩 田 町 の 一 部  

 都 筑 区 川 和 町 の 一 部  

横 浜 市 環 境

創 造 局 栄 第

一 水 再 生 セ

ン タ ー  

栄 区 小 菅 ケ

谷 二 丁 目 ５

番 １ 号  

 戸 塚 区 小 雀 町 の 一 部  

横 浜 市 環 境

創 造 局 栄 第

二 水 再 生 セ

ン タ ー  

栄 区 長 沼 町

82 番 地  

 戸 塚 区 上 柏 尾 町 及 び 矢

部 町 の 一 部  
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横 浜 市 告 示 第  539 号  

   公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 の 変 更  

 鶴 見 区 駒 岡 四 丁 目 の 一 部 に お け る 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 を

、 合 流 式 か ら 分 流 式 に 変 更 す る 。  

 都 筑 区 川 向 町 の 一 部 に お け る 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 を 、 合

流 式 か ら 分 流 式 に 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  557 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ２ 月 横 浜 市 公 告 第 60 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解

除 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  保 土 ケ 谷 区 川 島 町  522 番 の ３ の 一 部  

２  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  558 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ４ 月 横 浜 市 公 告 第  228 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  中 区 北 仲 通 六 丁 目  103 番 、  104 番 、  105 番 、  109 番 、  110 番 、  

  115 番 、  119 番 、  120 番 、  121 番 、  122 番 、  123 番 、  125 番 及 び  

  126 番 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  水 銀 及 び そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  559 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質  

   変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 67 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害

物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す

る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 戸 塚 町 字 二 十 一 ノ 区  5,016 番 の １ 、  5,016 番 の ５ 、 5,02  

7 番 の ２ 、  5,027 番 の 11 、  5,061 番 の ２ 、  5,063 番 の １ 、  5,092  

番 の ２ 、  5,109 番 の ３ 、  5,109 番 の 10 及 び  5,111 番 の ２ の 各 一 部

並 び に  5,016 番 の ６ 及 び  5,016 番 の ８  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ

チ レ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び

そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  560 号  

   公 園 の 一 時 利 用 停 止  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 環 境 創 造 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課 に

お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積  

一 時 利 用

停 止 の 態

様  

一 時 利 用 停 止

期 間  

釜 利 谷 坂 本

公 園  

金 沢 区 釜 利

谷 南 一 丁 目

３ 番  

別 図 の と お り  

 3,428 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 10 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ２ 月 20 日  

ま で  

沢 木 谷 第 四

公 園  

金 沢 区 釜 利

谷 南 三 丁 目

18 番  

別 図 の と お り  

 1,323 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 10 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ２ 月 20 日  

ま で  

上 矢 部 宮 下

公 園  

戸 塚 区 上 矢

部 町  477 番

の ６  

別 図 の と お り  

 1,333 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 10 月  

２ 日 か ら 令 和  

６ 年 １ 月 31 日  

ま で  

上 矢 部 セ キ

バ 公 園  

戸 塚 区 上 矢

部 町  1,542  

番 の ３  

別 図 の と お り  

 182 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 10 月  

２ 日 か ら 令 和  

６ 年 １ 月 31 日  

ま で  

上 矢 部 第 二

公 園  

戸 塚 区 上 矢

部 町  2,189  

番 の １  

別 図 の と お り  

 609 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 10 月  

２ 日 か ら 令 和  

６ 年 １ 月 31 日  

ま で  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  561 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 事 業 予 定 地 の 指 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 を 次 の と お り 事 業 予

定 地 と し て 指 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 公 衆 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 二 ツ 橋 地 区 ）  

２  指 定 に 係 る 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 字 戸 塚 道  123 番 の ６  
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横 浜 市 公 告 第  562 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 56 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 買 取

り の 申 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 字 戸 塚 道  123 番 の ６  

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 二 ツ 橋 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  563 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り  

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て  

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 57 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ る 土 地 の  

有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 字 戸 塚 道  123 番 の ６  

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 二 ツ 橋 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  564 号  

   建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意  

   見 の 聴 取 の 開 催  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 ジ ェ ネ ヒ ル あ ざ み 野 Ｂ 地 区 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、

次 の と お り 、 同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と

も に 、 同 法 第 72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行

う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ９ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 10 月 25 日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

  令 和 ５ 年 11 月 ９ 日 午 前 ９ 時 00 分  

５  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

  青 葉 区 市 ケ 尾 町 31 番 地 の ４  

  横 浜 市 青 葉 区 役 所 ４ 階   405 会 議 室  
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横 浜 市 公 告 第  565 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ７ 月 13 日 第 2023 開  901 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  泉 区 和 泉 中 央 南 五 丁 目 ２ 番 ６ 号  

  弥 生 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  土  屋  啓  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  磯 子 区 久 木 町  221 番 の １ の 一 部 及 び  221 番 の 15  
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横 浜 市 公 告 第  566 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ９ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ９ 月 13 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  6.15 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  磯 子 区 滝 頭 一 丁 目  702 番 の 21 、  702 番 の 24 、  702 番 の 30 及 び 70  

 3 番 の 22  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 サ ン ラ イ フ  

   代 表 取 締 役  太  田  武  晴  
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区 告 示  

 

西 区 告 示 第 ３ 号 （ 令 和 ５ 年 ９ 月 11 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の 2 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 久 保 町 東 睦 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 11 日  

               横 浜 市 西 区 長  菊  地  健  次  

変 更 し た 事 項     変 更 前     変 更 後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

後  藤  伊 四 郎  

西 区 東 久 保 町 40 番 13

号  

佐  藤  和  広  

西 区 東 久 保 町 35 番 13

号  
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西 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ５ 年 ９ 月 13 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 戸 部 二 丁 目 第 一 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出

が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 13 日  

               横 浜 市 西 区 長  菊  地  健  次  

変 更 し た 事 項     変 更 前     変 更 後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

稲  葉  髙  久  

西 区 西 戸 部 町 ２ 丁 目  

 243 番 地 ３  

西  田  千 寿 子  

西 区 西 戸 部 町 ２ 丁 目  

 250 番 地  
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磯 子 区 告 示 第 ６ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 京 急 杉 田 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

              横 浜 市 磯 子 区 長  関  森  雅  之  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

西  尾    学  

磯 子 区 杉 田 九 丁 目 ６

番 １ 号  

宮  部  博  史  

磯 子 区 杉 田 九 丁 目 25

番 ９ 号  
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区 公 告  

 

金 沢 区 公 告 第  103 号 （ 令 和 ５ 年 ９ 月 12 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 12 日  

              横 浜 市 金 沢 区 長  永  井  京  子  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 35 － 69  

浜  

   横 浜  

令 和 ５ 年 ４ 月 ８ 日  
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水 道 局  

 

水 道 局 告 示 第 ４ 号  

   横 浜 市 水 道 局 収 納 取 扱 金 融 機 関 等 の 指 定 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 水 道 局 収 納 取 扱 金 融 機 関 等 の 指 定 （ 昭 和 58 年 ４ 月 水 道 局 告

示 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行

す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

 表 中  

「  

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  同  

株 式 会 社 群 馬 銀 行  全 国  

                             」  

を  

「  

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  全 国  

株 式 会 社 群 馬 銀 行  同  

                             」  

に 改 め る 。  
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交 通 局  

 

 横 浜 市 高 速 鉄 道 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 乗 車 券 取 扱 規 程 等 の 一 部 を

改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 13 号  

   横 浜 市 高 速 鉄 道 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 乗 車 券 取 扱 規 程 等  

   の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 （ 横 浜 市 高 速 鉄 道 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 乗 車 券 取 扱 規 程 の 一 部 改  

 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 高 速 鉄 道 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 乗 車 券 取 扱 規 程 （ 令  

 和 ５ 年 ３ 月 交 通 局 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 12 条 第 ６ 号 中 「 、 性 別 又 は 電 話 番 号 」 を 「 又 は 性 別 」 に 改 め  

 る 。  

 （ 横 浜 市 高 速 鉄 道 乗 車 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 高 速 鉄 道 乗 車 規 程 （ 平 成 27 年 ３ 月 交 通 局 規 程 第 ４ 号  

 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ８ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 手 回 り 品 ）  

 第 ８ 条  旅 客 が 手 回 り 品 と し て 車 内 に 持 ち 込 む こ と の で き る 物 品  

  等 に つ い て は 、 施 行 規 程 第  100 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

  第 ９ 条 中 「 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 」 を 削 り 、 「 第 １ 項 」 の  

 次 に 「 各 号 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 施 行 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を

こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 14 号  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 施 行 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す  

   る 規 程  

 （ 横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 27 年 12 月 交 通

局 規 程 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 ２ 中 40 の 項 及 び 83 の 項 を 削 る 。  

 （ 横 浜 市 乗 合 自 動 車 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 乗 合 自 動 車 障 が い 者 用 Ｉ Ｃ カ ー ド 取 扱 規 程 （ 令 和 ５

年 ３ 月 交 通 局 規 程 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 12 条 第 １ 項 第 ５ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (5)  使 用 資 格 、 氏 名 、 生 年 月 日 若 し く は 性 別 を 偽 っ て 障 が い  

    者 用 Ｉ Ｃ Ｓ Ｆ カ ー ド を 購 入 し 、 又 は 使 用 し た 場 合  

  第 25 条 第 １ 項 第 ６ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (6)  使 用 資 格 、 氏 名 、 生 年 月 日 若 し く は 性 別 を 偽 っ て 障 が い  

    者 用 Ｉ Ｃ 定 期 乗 車 券 を 購 入 し 、 又 は 使 用 し た 場 合  

  第 37 条 第 １ 項 第 ６ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (6)  使 用 資 格 、 氏 名 、 生 年 月 日 若 し く は 性 別 を 偽 っ て 障 が い  

    者 用 Ｉ Ｃ 企 画 乗 車 券 を 購 入 し 、 又 は 使 用 し た 場 合  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ

に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 15 号  

   横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規  

   程  

 横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 27 年 ４ 月 交 通 局 規 程 第

20 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ５ 条 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (3)  特 殊 車 両 割 増 料 金 は 、 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 に 定 め る 額 の 範 囲 内

で 前 条 に よ り 計 算 し た 運 賃 の 額 に 設 備 や 購 入 価 格 等 を 勘 案 し た

割 増 率 を 乗 じ て 計 算 す る 。  

 別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 第 １ 項 ）  

   運 賃 の 種 類     運 賃 の 額 （ 税 抜 ）  

 車 種  上 限 額  下 限 額  

時 間 制 運 賃  １ 車 １ 時 間 に つ

き  

     円     円  

大 型 車    7,680    6,580  

中 型 車    6,480    5,560  

小 型 車    5,560    4,770  

キ ロ 制 運 賃  １ 車 １ キ ロ メ ー

ト ル に つ き  

大 型 車      170      160  

中 型 車      150      140  

小 型 車      120      120  

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 第 ２ 項 ）  

    料 金 の 種 類      料 金 の 額 （ 税 抜 ）  

 上 限 額   下 限 額  

交 替 運 転

者 配 置 料

金  

時 間 制 料 金  １ 車 １ 時 間

に つ き  

    円      円  

   3,080     2,430  

キ ロ 制 料 金  １ 車 １ キ ロ

メ ー ト ル に

つ き  

    40      40  

深 夜 早 朝 運 行 料 金  時 間 制 運 賃 及 び 交 替 運

転 者 配 置 料 金 （ 時 間 制

料 金 に 限 る 。 ） の 額 を

合 計 し た 額 の ２ 割  

特 殊 車 両 割 増 料 金  運 賃 の ５ 割  設 備 や 購 入

価 格 等 を 勘

案 し た 割 増

率  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 施 行 規 程 の 規 定 は 、 こ の 規

程 の 施 行 の 日 以 後 に 利 用 の 申 込 み を 承 諾 し た も の に 係 る 運 賃 及 び

料 金 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 利 用 の 申 込 み を 承 諾 し た も の に 係

る 運 賃 及 び 料 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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交 通 局 告 示 第 ７ 号  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 （ 平 成 24 年 ３ 月 交 通 局 告 示 第 ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

 １ 普 通 系 統 の 表 83 を 削 り 、 同 表 ベ イ サ イ ド ブ ル ー の 項 中 、  

「  

ベ イ

サ イ

ド ブ

ル ー  

ア  横 浜 駅 前 ～ 山 下 ふ

頭  

パ シ フ ィ コ

横 浜  

5.950  往 路 の み  

イ  山 下 ふ 頭 ～ 横 浜 駅

改 札 口 前  

パ シ フ ィ コ

横 浜  

6.450  復 路 の み  

                             」  

を  

「  

ベ イ

サ イ

ド ブ

ル ー  

ア  横 浜 駅 前 ～ 山 下 ふ

頭  

パ シ フ ィ コ

横 浜  

5.950  往 路 の み  

イ  山 下 ふ 頭 ～ 横 浜 駅

改 札 口 前  

ハ ン マ ー ヘ

ッ ド  

7.120  復 路 の み  

                             」  

に 改 め る 。  
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交 通 局 告 示 第 ８ 号  

   横 浜 市 観 光 ス ポ ッ ト 周 遊 自 動 車 の 運 転 系 統 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 観 光 ス ポ ッ ト 周 遊 自 動 車 の 運 転 系 統 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 交 通 局

告 示 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 実

施 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

 １ 運 転 系 統 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

系 統 番 号   区  間  経 由 地  系 統 長  

（ 単 位 キ

ロ メ ー ト

ル ）  

 適 用  

 271  ア  桜 木 町 駅 前

～ 桜 木 町 駅

前  

赤 レ ン ガ 倉 庫

・ マ リ ン ＆ ウ

ォ ー ク 、 中 華

街 、 赤 レ ン ガ

倉 庫 前  

 10.630 一 方 循 環  

イ  桜 木 町 駅 前

～ 桜 木 町 駅

前  

赤 レ ン ガ 倉 庫

・ マ リ ン ＆ ウ

ォ ー ク 、 中 華

街 、 赤 レ ン ガ

倉 庫 前  

 11.090 一 方 循 環  

ウ  桜 木 町 駅 前

（ 市 役 所 口

） ～ ハ ン マ

ー ヘ ッ ド  

馬 車 道 駅 前 、

万 国 橋 ・ ワ ー

ル ド ポ ー タ ー

ズ 前  

往  1.780 

復  1.750 

 

エ  桜 木 町 駅 前

～ ハ ン マ ー

ヘ ッ ド  

馬 車 道 駅 前 、

万 国 橋 ・ ワ ー

ル ド ポ ー タ ー

ズ 前  

往  1.580 

復  1.550 

 

オ  桜 木 町 駅 前

（ 市 役 所 口

） ～ ハ ン マ

ー ヘ ッ ド  

馬 車 道 駅 前 、

万 国 橋 ・ ワ ー

ル ド ポ ー タ ー

ズ 前 、 ワ ー ル

ド ポ ー タ ー ズ  

  2.280 往 路 の み  

カ  桜 木 町 駅 前

～ ハ ン マ ー

ヘ ッ ド  

馬 車 道 駅 前 、

万 国 橋 ・ ワ ー

ル ド ポ ー タ ー

ズ 前 、 ワ ー ル

ド ポ ー タ ー ズ  

 2.080  

 

往 路 の み  
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交 通 局 告 示 第 ９ 号  

   地 域 限 定 共 通 １ 日 乗 車 券 の 発 売 の 一 部 改 正  

 地 域 限 定 共 通 １ 日 乗 車 券 の 発 売 （ 令 和 ２ 年 ７ 月 交 通 局 告 示 第 10 号  

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

 第 ４ 項 第 ３ 号 た だ し 書 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  た だ し 、 発 売 日 当 日 、 前 日 又 は 前 々 日 に 、 東 海 道 ・ 山 陽 ・ 九 州

新 幹 線 の ネ ッ ト 予 約 サ ー ビ ス （ 東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 西 日 本 旅

客 鉄 道 株 式 会 社 及 び 九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 が 東 海 道 ・ 山 陽 ・ 九 州

新 幹 線 の 東 京 ・ 鹿 児 島 中 央 間 を 対 象 に 提 供 す る 会 員 制 ネ ッ ト 予 約

サ ー ビ ス 「 エ ク ス プ レ ス 予 約 」 及 び ネ ッ ト 予 約 サ ー ビ ス 「 ス マ ー

ト EX 」 を い う 。 ） の エ ク ス プ レ ス 商 品 （ 「 エ ク ス プ レ ス 予 約 」 又

は 「 ス マ ー ト EX 」 の 会 員 が イ ン タ ー ネ ッ ト で 予 約 ・ 購 入 で き る IC

商 品 及 び き っ ぷ 商 品 を い う 。 ） を 利 用 し 、 新 横 浜 駅 を 除 く 東 海 道

新 幹 線 の 各 駅 、 山 陽 新 幹 線 の 各 駅 及 び 九 州 新 幹 線 の 各 駅 か ら 東 海

道 新 幹 線 の 新 横 浜 駅 ま で 乗 車 し た 旅 客 に 、 新 横 浜 駅 ま で の 乗 車 １

回 に つ き 本 乗 車 券 を ２ 枚 ま で 発 売 す る 。   

 別 表 １ の ２ 乗 合 自 動 車 の 表  200 及 び  271 の 項 中  

「  

200  横 浜 駅 前 → （ パ シ フ ィ コ 横 浜 、

カ ッ プ ヌ ー ド ル パ ー ク ・ ハ ン マ

ー ヘ ッ ド 入 口 ） → 山 下 ふ 頭  

片 方 向 の み  

山 下 ふ 頭 → （ 中 華 街 入 口 、 赤 レ

ン ガ 倉 庫 前 、 パ シ フ ィ コ 横 浜 ）

→ 横 浜 駅 改 札 口 前  

片 方 向 の み  

271  桜 木 町 駅 前 ～ （ 赤 レ ン ガ 倉 庫 ・

マ リ ン ＆ ウ ォ ー ク 、 中 華 街 、 赤

レ ン ガ 倉 庫 前 ） ～ 桜 木 町 駅 前  

全 区 間  

                             」  

を  

「  

200  横 浜 駅 前 → （ パ シ フ ィ コ 横 浜 、

カ ッ プ ヌ ー ド ル パ ー ク ・ ハ ン マ

ー ヘ ッ ド 入 口 ） → 山 下 ふ 頭  

片 方 向 の み  

山 下 ふ 頭 → （ 中 華 街 入 口 、 赤 レ

ン ガ 倉 庫 前 、 ハ ン マ ー ヘ ッ ド 、

パ シ フ ィ コ 横 浜 ） → 横 浜 駅 改 札

口 前  

片 方 向 の み  

271  桜 木 町 駅 前 ～ （ 赤 レ ン ガ 倉 庫 ・

マ リ ン ＆ ウ ォ ー ク 、 中 華 街 、 赤

レ ン ガ 倉 庫 前 ） ～ 桜 木 町 駅 前  

全 区 間  

 



                     横 浜 市 報  定期第 146 号 令和５年９月25日 

41 

 桜 木 町 駅 前 （ 市 役 所 口 ） ～ （ ワ

ー ル ド ポ ー タ ー ズ ） ～ ハ ン マ ー

ヘ ッ ド  

往 復  

                             」  

に 改 め る 。  
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医 療 局 病 院 経 営 本 部  

 

医 療 局 病 院 経 営 本 部 告 示 第 １ 号  

   横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 収 納 取 扱 金 融 機 関 等 の 指 定 の  

   一 部 改 正  

 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 収 納 取 扱 金 融 機 関 等 の 指 定 （ 平 成 17 年

４ 月 病 院 経 営 局 告 示 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ５ 年

10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

              横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者  

              病 院 経 営 本 部 長  鈴  木  宏  昌  

 表 中  

「  

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  同  

                             」  

を  

「  

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  全 国  

                             」  

に 改 め る 。  




